
（1）初診料及び再診料
　　コンタクトレンズの装用を目的としている方で当院に初めて受診された方は、
　初診料２９１点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある
　方は、外来診療料７６点を算定致します。

（2）コンタクトレンズ検査料１
　　コンタクトレンズの装用を目的に眼科的検査を行った場合は、２００点を算定
　　致します。

コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名

医師名 眼科経験年数 （令和６年６月現在）

石橋　一樹　　　　　　　３０年

宇津　永遠 １６年

中村　賢和 １０年

木村　朱里 ４年

※コンタクトレンズ診療に関するお問い合わせは会計窓口までお願い致します。

≪コンタクトレンズ診療費に関するお知らせ≫

甲南医療センター　院長


